
申 告 日 程

令 和 ８ 年 度 （ 令 和 ７ 年 分 ）

村  県  民  税 ・ 国  民  健  康  保  険  税 ・ 介  護  保  険  料  に  関  す  る  申  告  受  付
〈 令 和 ７ 年 １ 月 1 日 か ら 令 和 ７ 年 1 2 月 3 1 日 ま で の 収 入 及 び 支 出 経 費 等 が 申 告 対 象 と な り ま す 。 〉

• 申 告 資 料 の 作 成 は 、 お 一 人 あ た り の 受 付 時 間 を 1 0 分 程

度 と さ せ て い た だ き ま す の で 事 前 に ご 自 宅 で 作 成 し て

く だ さ い 。 な お 、 作 成 し て い な い 場 合 は 、 受 付 が 後 回 し

に な り ま す の で ご 注 意 く だ さ い 。

• 詳 細 の 相 談 （ 扶 養 控 除 の 振 り 分 け 等 ） に は 応 じ か ね る 場

合 が あ り ま す の で 、 事 前 に 家 族 間 で 行 っ て く だ さ い 。

事 前 の お 願 い

● マ イ ナ ン バ ー カ ー ド を お 持 ち の 方 は 、 自 宅 で ス マ ホ や

パ ソ コ ン か ら 【 e- T a x 】 で の 電 子 申 告 が 可 能 で す 。

詳 し く は 国 税 庁 ホ ー ム ペ ー ジ を ご 確 認 く だ さ い 。

● 土 地 ・ 建 物 の 売 却 、 株 式 ・ F X 等 の 利 益 及 び 損 失 、 雑

損 控 除 、 分 離 配 当 、 住 宅 ロ ー ン 控 除 を 受 け る 初 年 度

の 方 、 青 色 申 告 、 消 費 税 の 申 告 が あ る 方 は 、 名 護 税

務 署 の 主 催 す る 申 告 会 場 で 確 定 申 告 を し て く だ さ

い 。 税 務 署 か ら 「 確 定 申 告 の お 知 ら せ 」 の ハ ガ キ が

届 い た 方 も 税 務 署 に て 確 定 申 告 を 行 っ て く だ さ い 。

税 務 署 で の 確 定 申 告

● 役 場 受 付 （ 恩 納 村 役 場   １ 階 ロ ビ ー ）

● 出 張 申 告

日 に ち 場 所

2 月 1 0 日 （ 火 ）

南 会 場 （ 博 物 館 １ F 研 修 室 ）
2 月  6 日 （ 金 ）

2 月  5 日 （ 木 ）

北 会 場 （ 名 嘉 真 多 目 的 施 設 ）

　 こ の 申 告 は 、 村 ・ 県 民 税 や 国 保 税 ・ 介 護 保 険 料 の 税 額

決 定 や 各 種 行 政 サ ー ビ ス に 必 要 な 所 得 要 件 等 の 確 認 や

各 種 税 証 明 書 の 交 付 に も 必 要 な も の で す 。 申 告 が さ れ

て い な い 場 合 、 各 方 面 で の 申 請 手 続 に 支 障 を き た し ま す

の で 、 期 限 内 に 必 ず 申 告 を し て く だ さ い 。

※ 期 限 内 に 申 告 を 行 わ な い 場 合 は 、 ６ 月 ８ 日 （ 月 ） 以 降 の 受 付 ・

処 理 と な り 、 証 明 発 行 も そ の 翌 日 以 降 と な り ま す 。

村 民 税 ・ 県 民 税 の 申 告

申 告 書 を 提 出 し な く て も よ い 方

❷ 昨 年 中 、１ 社 か ら の 給 与 所 得 の み の 方 で 年 末 調 整 済 み で 勤 務 先 か ら 給 与 支 払 報 告 書 （ 源 泉 徴 収 票 ）

が 市 町 村 へ 提 出 さ れ て い る 方

❸ 所 得 税 の 確 定 申 告 書 を 税 務 署 へ 提 出 す る 方

※ ❶ ❷ に 該 当 す る 方 で も 、 源 泉 徴 収 票 に 記 載 さ れ て い な い 扶 養 や 医 療 費 等 の 控 除 を 受 け よ う と す る 場 合 は 申 告 が 必 要 で す 。

❶ ６ ５ 歳 以 上 の 公 的 年 金 収 入 の み の 方 （ 障 が い 者 年 金 ・ 遺 族 年 金 収 入 の み の 方 は 申 告 が 必 要 で す ）

申 告 期 間 ： ２ 月 ５ 日 （ 木 ） ～ ３ 月 1 6 日 （ 月 ）

受 付 時 間 ： 【 出 張 申 告 】 午 前 の 部 8 ： 5 0 ～ 1 1 ： 3 0

　 　 　 　 　 午 後 の 部 1 2 ： 5 0 ～ 1 5 ： 0 0

【  役  場  受  付  】  8 ： 5 0  ～ 1 1 ： 3 0

受 付 人 数日 に ち 対 象 地 区

● 役 場 受 付 （ 恩 納 村 役 場   １ 階 ロ ビ ー ）

3 月 1 1 日 （ 水 ）

5 0 名3 月 1 2 日 （ 木 ）

5 0 名3 月 1 3 日 （ 金 ）

3 月 1 6 日 （ 月 ） 5 0 名

3 月 1 0 日 （ 火 ）

5 0 名

3 月   9 日 （ 月 ）

5 0 名

3 月  8 日 （ 日 ）

5 0 名

3 月  6 日 （ 金 ）

5 0 名

3 月  5 日 （ 木 ）

5 0 名

3 月  4 日 （ 水 ）

5 0 名

3 月  3 日 （ 火 ）

5 0 名

5 0 名

3 月  2 日 （ 月 ） 5 0 名

3 0 名
2 月 2 7 日 （ 金 ）

5 0 名

2 月 2 6 日 （ 木 ） 5 0 名

2 月 2 5 日 （ 水 ） 5 0 名

2 月 2 4 日 （ 火 ） 5 0 名

3 0 名
2 月 2 0 日 （ 金 ）

5 0 名

2 月 1 9 日 （ 木 ） 5 0 名

2 月 1 8 日 （ 水 ） 5 0 名

2 月 1 7 日 （ 火 ） 5 0 名

2 月 1 6 日 （ 月 ） 5 0 名

2 月 1 3 日 （ 金 ） 5 0 名

恩 納 村 全 地 区

恩 納 村 全 地 区

恩 納 村 全 地 区 （ 休 日 受 付 午 前 中 の み ）

山 田 区 ・ 真 栄 田 区 ・ 塩 屋 区 ・ 宇 加 地 区

前 兼 久 区 ・ 仲 泊 区

南 恩 納 区

恩 納 村 全 地 区 （ 夜 間 受 付 1 7 ： 5 0 ～ 1 9 ： 3 0 ）

恩 納 区

安 富 祖 区 ・ 瀬 良 垣 区 ・ 太 田 区

名 嘉 真 区 ・ 喜 瀬 武 原 区

塩 屋 区 ・ 宇 加 地 区

恩 納 村 全 地 区 （ 夜 間 受 付 1 7 ： 5 0 ～ 1 9 ： 3 0 ）

山 田 区 ・ 真 栄 田 区

前 兼 久 区 ・ 仲 泊 区

谷 茶 区 ・ 冨 着 区

南 恩 納 区

恩 納 区

安 富 祖 区 ・ 瀬 良 垣 区 ・ 太 田 区

国 税 庁 H P 【 e - T a x 】 国 税 電 子 申 告 シ ス テ ム は こ ち ら か ら ⇒

※ 指 定 の 対 象 地 区 の 方 が 優 先 と な り ま す の で 、 ご 自 身 の 地 区 指 定 日 で の

申 告 を お 願 い し ま す 。

※ 対 象 地 区 以 外 の 日 の 受 付 者 は 、 最 後 尾 若 し く は 定 員 に 達 し た 場 合 、 後

日 の 案 内 と な り ま す 。

管 轄 税 務 署 名 護 税 務 署 ☎ 0 9 8 0 -5 2 -2 9 2 0

期 間 ・ 受 付 時 間 国 税 庁 ホ ー ム ペ ー ジ で

ご 確 認 く だ さ い 。
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お む つ 代 の 医 療 費 控 除 の 証 明 書 が 役 場 で 取 得 で き ま すお む つ 代 の 医 療 費 控 除 の 証 明 書 が 役 場 で 取 得 で き ま す

2 月 は 村 県 民 税 第 4 期 の 納 付 月 で す ！

第 １ 期 第 2 期 第 3 期 第 4 期

固 定 資 産 税 6 月   2 日 7 月 3 1 日 1 2 月 2 5 日
令  和 ８ 年
３ 月 ２ 日

村 県 民 税 6 月 3 0 日 9 月   1 日 1 0 月 3 1 日
令  和 ８ 年
２ 月 ２ 日

軽 自 動 車 税 6 月   2 日

〇 口 座 振 替 日 は 納 期 限 と 同 日

で す 。 前 日 ま で に 残 高 確 認 を

お  願  い し ま す 。

〇 納 税 は 口 座 振 替 が 便 利 で す 。

手 続 き 方 法 に つ き ま し て は 、

税 務 課 ま で お 問 い 合 わ せ く

だ さ い 。

お  問  い  合  わ  せ ： 税  務  課   ☎ 9 6 6 - 1 2 0 6

　 紙 お む つ 代 は 通 常 、 医 療 費 控 除 の 対 象 に は な り ま せ ん が 、 お お む ね ６ か 月 以 上 寝 た き り

の 状 態 で あ り 、 医 師 に よ る 治 療 の も と で お む つ の 使 用 が 必 要 で あ る と 認 め ら れ る 場 合 に

は 、 確 定 申 告 な ど で 医 療 費 と し て 申 告 す る こ と が で き ま す 。  

　 そ の 際 、 今 ま で は 医 師 が 発 行 し た お む つ 使 用 証 明 書 の 添 付 が 毎 年 必 要 で し た 。 今 後 は 紙

お む つ の 医 療 費 控 除 を 受 け る の が ２ 年 目 以 降 の 方 に 限 り 、 恩 納 村 が 発 行 す る お む つ 代 の 医

療 費 控 除 時 刻 証 明 書 が 必 要 書 類 と し て 認 め ら れ る よ う に な り ま す 。   

※ 発 行 で き な い 場 合 も あ り ま す の で 、 お 問 い 合 わ せ く だ さ い 。 

お  問  い  合  わ  せ ： 福  祉  課   ☎ 9 6 6 - 1 2 0 7

❶ 収 入 が あ り 、 所 得 税 を 納 め て い る 方 

❷ 介 護 認 定 を 受 け て い て 、 医 師 に お む つ の 使 用 が 必 要 と 認 め ら れ た 方

❸ お む つ 代 の 医 療 費 控 除 を 受 け て ２ 年 目 以 降 の 方 

対 象 者

お 問 い 合 わ せ ： 税 務 課  ☎ 9 6 6 -1 2 0  6

※ 内 容 が 変 更 と な る 場 合 が あ り ま す 。 ホ ー ム ペ ー ジ で 最 新 の 情 報 を ご 確 認 く だ さ い 。

※ 申 告 期 間 は 、 申 告 の 対 応 や 問 い 合 わ せ が 増 え ま す の で 事 前 に お 問 い 合 わ せ く だ さ い 。

● 申 告 書 に 必 要 事 項 を 記 載 し た 書 類 を 同 封 し 、 切 手 を 貼 っ て 税 務 課 宛 に 郵 送 し て く だ さ い 。

● 申 告 書 の ほ か 必 要 書 類 （ 控 除 証 明 書 類 等 ） を 同 封 し て く だ さ い 。

● 公 民 館 で の 預 か り は 行 い ま せ ん 。 郵 送 す る か 役 場 受 付 の 日 程 に 合 わ せ て 会 場 に お 越 し く

だ さ い 。

9 0 4- 0 4 9 2
恩 納 村 字 恩 納 2 4 5 1 番 地

（ 申 告 書 在 中 ）

恩 納 村 役 場 税 務 課  御 中

キ  リ ト  リ

キ リ ト リ

▼  郵 送 先 （ 切 り 取 っ て お 使 い く だ さ い 。 ）

※ 早 め の 郵 送 （ 2 月 中 ） に ご 協 力 く だ さ い 。郵 送 に よ る 申 告 の 受 付

※ 記 載 内 容 や 書 類 に 不 備 が あ る 場 合 は 、 確 認 の 電 話 や お

呼 び  出 し 、 書 類 を 返 送 す る こ と が あ り ま す 。

※ ご 自 身 で の 作 成 が 難 し い 方 は 、 税 理 士 へ の 委 託 や 青 色

申 告 会 に 作 成 指 導 を 受 け る な ど も ご 検 討 く だ さ い 。

添 付 資 料 は 、１ 月 末 に 届 く 申 告 書 同 封 資 料 を ご 確 認 く だ さ い 。
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